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図１－２－５－１　医療機器の国内市場規模の推移

2,675,812 2,785,699 2,747,886 2,886,978 3,021,014 2,901,752

4,119,588 3,955,563
4,341,235 4,406,746

4,871,016

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

平成25
（2013）

26
（2014）

27
（2015）

28
（2016）

29
（2017）

30
（2018）

令和元
（2019）

２
（2020）

３
（2021）

４
（2022）

５
（2023）

（百万円）

（年）

資料： 厚生労働省「薬事工業生産動態統計年報」
（注１） 国内市場規模＝生産金額＋輸入品金額－輸出金額
（注２） 薬事工業生産動態統計の調査方法が令和元年から変更となったため、令和元年以降と平成30年以前の数値は単純に比較できない。

	５	 研究開発等

（１）医療機器の市場規模等
健康立国の実現のためには、科学技術を活用
して高齢期の様々な課題の解決を図るととも
に、高齢者向け市場の活性化を図ることが重要
である。ここでは、医療機器の市場規模を例と
して見ることとする。

ア　医療機器の国内市場規模は拡大傾向
医療機器の国内市場規模の推移を見ると、拡
大傾向にあり、令和元年以降は令和２年を除い
て４兆円を超えている（図１－２－５－１）。

イ　医療機器の輸出金額は増加傾向
医療機器の輸出金額の推移を見ると、平成
24年以降増加傾向にあり、令和３年以降１兆
円を超えている（図１－２－５－２）。

（２）科学技術の活用
ア　介護福祉機器の導入状況
令和４年度における全国の介護保険サービス
事業を実施する事業所における介護福祉機器
の導入状況は、「ベッド（傾斜角度、高さが調
整できるもの、マットレスは除く）」が43.3％
で最も高く、次いで「シャワーキャリー」が
31.8％、「車いす体重計」が30.5％、「自動車用
車いすリフト」が23.8％となっている。
介護保険サービス系型別で見ると、施設系（入
所型）は介護福祉機器が他の区分に比べて導入
割合が高く、特に「車いす体重計」は80.1％と
なっている。一方、訪問系と居宅介護支援は全
ての介護福祉機器の導入割合が低い（表１－２
－５－３）。

資料：�厚生労働省「薬事工業生産動態統計年報」
（注１）国内市場規模＝生産金額＋輸入品金額－輸出金額
（注２）薬事工業生産動態統計の調査方法が令和元年から変更となったため、平成30年以前と令和元年以降の数値は単純に比較できない。
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図１－２－５－２　医療機器輸出金額の推移
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表１－２－５－３　介護福祉機器の導入の有無（複数回答）（介護保険サービス系型別）

資料：�厚生労働省「薬事工業生産動態統計年報」
（注）薬事工業生産動態統計の調査方法が令和元年から変更となったため、平成30年以前と令和元年以降の数値は単純に比較できない。

資料：�公益財団法人介護労働安定センター「令和４年度介護労働実態調査」
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全　体 8,632 43.3 31.8 30.5 23.8 22.7 21.1 19.9 7.6 4.9 4.7 1.7 4.0 35.4 9.7
訪問系 2,528 18.1 13.7 10.3 8.8 8.3 9.0 12.7 8.8 1.8 2.6 1.4 1.7 57.0 14.9
施設系（入所型） 1,291 79.8 57.1 80.1 49.4 65.6 71.7 53.0 11.9 17.8 8.9 5.0 11.2 7.3 3.3
施設系（通所型） 2,667 49.8 37.9 27.3 32.4 21.6 13.5 10.6 6.6 3.1 4.6 1.0 3.3 26.1 7.3
居住系 984 76.9 52.1 51.6 25.3 26.4 24.8 37.1 8.0 4.8 8.4 1.3 5.9 5.2 5.9
居宅介護支援 766 2.6 2.6 1.7 2.1 1.2 0.9 0.9 0.8 0.1 0.4 0.1 0.5 82.5 12.5
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イ　�令和７年度を目途にデータヘルス改革を実
施する

令和３年６月に厚生労働省「データヘルス改
革推進本部」において決定された、「データヘ
ルス改革に関する工程表」においては、令和７
年度を目途に、国民が生涯にわたり自身の保健

医療情報を把握できるようになるとともに、医
療機関や介護事業所においても、患者・利用者
ニーズを踏まえた最適な医療・介護サービスを
提供することが可能になるよう、所要の施策を
実施することとされている（図１－２－５－４）。

図１－２－５－４　データヘルス改革の意義について

健康・医療・介護分野を有機的に連結した
ICTインフラの整備を目指す（データヘルス改革）

データヘルス改革の意義について
これまで、健康・医療・介護分野のデータが分散し、相互につながっていないために、
必ずしも現場や産官学の力を引き出したり、患者・国民がメリットを実感できる形と
はなっていなかった。

健康・医療・介護分野のデータの有機的連結や、
ICT等の技術革新の利活用の推進を目指す

（データヘルス改革）
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 現状、がんの原因となるゲノム異常がわ
からない場合や、原因がわかっても対応
する医薬品が存在しない場合も･･･
原因となるゲノム異常等の解明が
進み、それに基づいて新たな診
断・治療法が開発・提供される可
能性

 現状、健診結果や医療情報を本人が有効
活用できるようになっていない場合も･･･
自身の情報をスマホ等で簡単に確
認し、健康づくりや医療従事者と
のコミュニケーションに活用

 現状、カルテ入力が医療従事者の負担
になっている場合も･･･

AIを活用し、診察時の会話から
カルテを自動作成、医師、看護師
等の負担を軽減

 現状、保健医療・介護分野のデータ
ベースを研究に十分に活かせていない
場合も･･･

民間企業・研究者がビッグデータ
を研究やイノベーション創出に活
用

（具体例）

国民の健康寿命の更なる延伸
効果的・効率的な医療・介護サービスの提供

資料：�厚生労働省「令和４年版厚生労働白書」より内閣府作成


